
     

令

和

七

年

三

月 

        
 

 

令
和
七
年
二
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   

(三 ) 



 



  
議
案
第
八
十
二
号 

 

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
頁 

議
案
第
八
十
三
号 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る 

条
例
及
び
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改 

正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

７
頁 

議
案
第
八
十
四
号 

 

文
京
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

９
頁 

議
案
第
八
十
五
号 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
八
十
六
号 

 

小
石
川
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
新
設
工
事
に
係
る
受
託
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
八
十
七
号 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
八
十
八
号 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
八
十
九
号 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

議
案
第
九 

十
号 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
給
排
水
設
備
工
事
請
負
契
約 

の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

頁 

議
案
第
九
十
一
号 

 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 

目 
 

 
 

 

次 

13 57 59 61 73 65 69 
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議
案
第
八
十
二
号 

 
 

 

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
七
月
文
京
区
条

例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
九
千
百
円
」
を
「
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
一
万
四
千
二
百
円
」
を
「
一
万
四
千
五
百

円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
を
削
り
、
「
二
百
十
七
円
」
を
「
百
円
」
に
、
「
三

百
三
十
三
円
」
を
「
三
百
八
十
三
円
を
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き

二
百
十
七
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
特
定
期
間
に
」

を
「
当
該
期
間
に
」
に
改
め
る
。 

  
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措
置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
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五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
文
京
区
災
害
に
伴
う
応
急
措

置
の
業
務
等
に
従
事
し
た
者
に
対
す
る
損
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
損
害
補
償
（
以
下
「
損
害
補
償
」

と
い
う
。
）
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
条
例
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
傷
病

補
償
年
金
、
同
条
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
障
害
補
償
年
金
及
び
同
条
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
遺
族
補
償
年
金
（
以
下
「
傷
病
補
償

年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
損
害
補
償
（
傷
病
補
償
年
金
等
を
除
く
。
）

及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

補
償
基
礎
額
等
を
改
定
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
八
十
三
号 

 
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
及
び
文
京
区
児
童
福
祉
施
設

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
及
び
文
京
区
児
童
福
祉
施
設

の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京

区
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
九
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
認
証
保
育
所
（
法
第
三
十
五
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
な
い
保
育
施
設
の
う
ち
、
東
京
都
が
認
証
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え

る
。 第

七
条
第
九
項
中
「
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
」
を
「
、
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
若
し
く
は
認
証
保
育
所
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
社
会
福
祉
施
設
」
の
下
に
「
又
は
認
証
保
育
所
」
を
加
え
る
。 

（
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
六
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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第
八
十
四
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
認
証
保
育
所
（
法
第
三
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
い
な
い
保
育
施
設
の
う
ち
、
東
京
都
が
認
証
し
た
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
付 
則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
説 

 

明
） 

認
証
保
育
所
に
お
け
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
の
実
施
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
八
十
四
号 

 
 

 

文
京
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
文
京
区
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
五
条
の
四
第
一
号
中
「
百
分
の
八
・
六
九
」
を
「
百
分
の
七
・
七
一
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
四
万
九
千
百
円
」
を
「
四

万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
の
八
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
の
十
二
第
一
号
中
「
百
分
の
二
・
八
〇
」
を
「
百
分
の
二
・
六
九
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
一
万
六
千
五
百
円
」

を
「
一
万
六
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
の
十
六
中
「
二
十
四
万
円
」
を
「
二
十
六
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
の
四
第
一
号
中
「
百
分
の
二
・
一
四
」
を
「
百
分
の
二
・
二
三
」
に
、
「
百
分
の
六
十
一
」
を
「
百
分
の
六
十
二
」
に

改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
一
万
六
千
五
百
円
」
を
「
一
万
六
千
六
百
円
」
に
、
「
百
分
の
三
十
九
」
を
「
百
分
の
三
十
八
」
に
改
め

る
。 第

十
九
条
の
二
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
六
十
六
万
円
」
に
、
「
二
十
四
万
円
」
を
「
二
十
六
万
円
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
ア
中
「
三
万
四
千
三
百
七
十
円
」
を
「
三
万
三
千
百
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
一
万
千
五
百
五
十
円
」
を

「
一
万
千
七
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
一
万
千
五
百
五
十
円
」
を
「
一
万
千
六
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
二
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十
九
万
五
千
円
」
を
「
三
十
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ア
中
「
二
万
四
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
万
三
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、

同
号
イ
中
「
八
千
二
百
五
十
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
八
千
二
百
五
十
円
」
を
「
八
千
三
百
円
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
五
十
四
万
五
千
円
」
を
「
五
十
六
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ア
中
「
九
千
八
百
二
十
円
」
を
「
九
千
四
百
六
十
円
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
三
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
三
千
三
百
円
」
を
「
三
千
三
百
二
十
円
」

に
改
め
る
。 

第
十
九
条
の
四
第
一
号
ア
中
「
七
千
三
百
六
十
五
円
」
を
「
七
千
九
十
五
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
一
万
二
千
二
百
七
十
五
円
」

を
「
一
万
千
八
百
二
十
五
円
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
一
万
九
千
六
百
四
十
円
」
を
「
一
万
八
千
九
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
エ

中
「
二
万
四
千
五
百
五
十
円
」
を
「
二
万
三
千
六
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ア
中
「
二
千
四
百
七
十
五
円
」
を
「
二
千
五

百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
四
千
百
二
十
五
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
六
千
六
百
円
」
を
「
六
千
七

百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
号
エ
中
「
八
千
二
百
五
十
円
」
を
「
八
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

付 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
文
京
区
国
民
健
康
保
険
条
例
第
十
五
条
の
四
、
第
十
五
条
の
八
、
第
十
五
条
の
十
二
、
第
十
五
条

の
十
六
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
九
条
の
二
及
び
第
十
九
条
の
四
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て

適
用
し
、
令
和
六
年
度
以
前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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（
説 

 

明
） 

保
険
料
率
等
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
保
険
料
賦
課
限
度
額
の
改
定
及
び
保
険
料
軽
減
対
象
の
拡
大
を
行
う
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
八
十
五
号 

 
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

文
京
区
建
設
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
文
京
区
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 

別
表
第
一
６
の
項
中
「
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
」
を
「
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
」
に
、
「
審
査
（
以
下
」
を
「
審
査
又

は
建
築
物
の
計
画
（
建
築
基
準
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
の
構

造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級
建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に

基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
が
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
以
下
こ

れ
ら
を
」
に
、
「
次
項
」
を
「
６
の
２
の
項
」
に
、
「
五
千
六
百
円
」
を
「
六
千
九
百
円
」
に
、
「
九
千
四
百
円
」
を
「
一
万
三
千

円
」
に
、
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万
千
円
」
に
、
「
一
万
九
千
円
」
を
「
二
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表

10
の
項
中
「
次
項
」
を

「

11
の
項
」
に
改
め
、
同
表

12
の
項
中
「
次
項
」
を
「

13
の
項
」
に
改
め
、
同
表

14
の
項
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」

に
、
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
七
千
円
」
に
、
「
一
万
六
千
円
」
を
「
二
万
五
千
円
」
に
、
「
二
万
三
千
円
」
を
「
三
万
千
円
」

に
改
め
、
同
表

18
の
項
１
中
「
九
千
九
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改

め
、
同
項
３
中
「
一
万
五
千
円
」
を
「
二
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
二
万
千
円
」
を
「
二
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
表

21
の
項

中
「
次
項
」
を
「

22
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の
２
の
項
中
「
五
千
六
百
円
」
を
「
六
千
九
百
円
」
に
、
「
九
千
四
百
円
」
を
「
一

万
三
千
円
」
に
、
「
一
万
四
千
円
」
を
「
二
万
千
円
」
に
、
「
一
万
九
千
円
」
を
「
二
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表

24
の
４
の
項
中
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「
次
項
」
を
「

24
の
５
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の
６
の
項
中
「
次
項
」
を
「

24
の
７
の
項
」
に
改
め
、
同
表

24
の
８
の
項
中
「
一

万
千
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
、
「
一
万
二
千
円
」
を
「
一
万
七
千
円
」
に
、
「
一
万
六
千
円
」
を
「
二
万
五
千
円
」
に
、
「
二

万
三
千
円
」
を
「
三
万
千
円
」
に
改
め
、
同
表

24
の

11
の
項
１
中
「
九
千
九
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
中
「
一

万
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
３
中
「
一
万
五
千
円
」
を
「
二
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
二
万
千
円
」
を

「
二
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

             

１ 

  

都
市
低
炭
素

化
促
進
法
第

五
十
四
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
る
低
炭

素
建
築
物
新

築
等
計
画
の

認
定
の
申
請

に
対
す
る
審

査 

１ 

申
請
に

併
せ
て
区

長
が
指
定

す
る
者
（
以

下
「
適
合
性

確
認
機
関
」

と
い
う
。
）

が
作
成
し

た
都
市
低

炭
素
化
促

進
法
第
五

十
四
条
第

一
項
各
号

に
掲
げ
る

基
準
に
適

合
し
て
い

る
低
い 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
都
市
低
炭
素
化
促
進
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
別
表
第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画

に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表

24
の
３
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手

数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に

つ
い
て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
の
手
数
料
を
加
え
た
額
） 

 
⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物
な

ど 
 
 

 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅
（
人
の
居
住
以
外
の
用
途
に
供
す
る
部
分
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
） 

ア 
 

住
宅
部
分
（
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め

る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産

業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
。

以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
部

分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

五
万
二
千
八
百
円 

二
万
三
千
八
百
円 

一
万
千
三
百
円 

五
千
八
百
円 

 

認

定

申

請

の

と

き

。

あ 

 

 

事 
 

務 

名 
 

 

称 

額 

徴
収
時
期 
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一
項
各
号

に
掲
げ
る

基
準
に
適

合
し
て
い

る
こ
と
を

示
す
書
類

が
提
出
さ

れ
た
場
合

こ 

 

イ 
 

非
住
宅
部
分
（
省
令
第
一
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
住

宅
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
十
三
万
五
千
円 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

十
四
万
八
千
円  

十
一
万
九
千
円 

九
万
四
千
七
百
円 
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２ 

１
以
外

の
場
合 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

ウ 

標
準
計
算
法
（
省
令
第
十
条
第

二
号
イ
⑴
及
び
同
号
ロ
⑴
の
基

準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
２
の
項
並

び
に
あ 

イ 

仕
様
・
計
算
併
用
法
（
住
宅
部

分
の
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二

号
イ
⑴
の
外
皮
平
均
熱
貫
流
率

及
び
冷
房
期
の
平
均
日
射
熱
取

得
率
（
以
下
「
外
皮
性
能
」
と
い

う
。
）
を
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
り

評
価
し
、
住
宅
部
分
の
省
令
第
一

条
第
一
項
第
一
号
イ
の
一
次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
（
以
下
「
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
」
と
い
う
。
）

を
省
令
第
十
条
第
二
号
ロ
⑴
の

基
準
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
又

は
住
宅
部
分
の
外
皮
性
能
を
省

令
第
十
条
第
二
号
イ
⑴
の
基
準

に
よ
り
評
価
し
、
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
に
係
る
基
準
へ
の

適
合
を
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
り

評
価
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
２
の
項
並
び
に
別
表

第
三
４
の
項
及
び
５
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

ア 

誘
導
仕
様
基
準
（
住
宅
部
分
の

外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損

失
の
防
止
に
関
す
る
誘
導
基
準

及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

に
関
す
る
誘
導
基
準
（
令
和
四
年

国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
六
号
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る

場
合 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

四
万
二
百
円 

三
万
三
千
二
百
円 

三
万
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

二
万
七
百
円 
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⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

 

ア 

住
宅

部
分 

 

び
に
別
表
第
三
４
の
項
及
び
５

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る

場
合 

(イ ) 
 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

(ア ) 
 

誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
六
千
円 

十
七
万
五
千
円 

十
万
円 

五
万
九
千
八
百
円 

十
八
万
三
千
円 

十
二
万
円 

六
万
六
千
九
百
円 

三
万
八
千
七
百
円 

四
万
四
千
九
百
円 
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イ 

非
住

宅
部
分 

 

(ア ) 
 

モ
デ
ル
建
物

法
（
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
の

算
出
に
用
い
る

べ
き
標
準
的
な

建
築
物
及
び
省

令
第
十
条
第
一

号
イ
⑴
の
屋
内

周
囲
空
間
の
年

間
熱
負
荷
（
以
下

「
屋
内
周
囲
空

て
「
屋
内
周
囲
空

間
の
年
間
熱
負

荷
」
と
い 

(ウ ) 
 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

十
七
万
千
円 

十
二
万
九
千
円 

十
万
二
千
円 

四
十
四
万
九
千
円 

三
十
九
万
円 

三
十
二
万
九
千
円 

二
十
二
万
九
千
円 

十
三
万
五
千
円 

八
万
千
円 

三
十
五
万
四
千
円 
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(イ ) 

標
準
入
力
法

等
（
実
際
の
設
計

仕
様
の
条
件
を

基
に
算
定
し
た

一

次

エ

ネ

ル

ギ
ー
消
費
量
及

び
屋
内
周
囲
空

間
の
年
間
熱
負

荷
を
用
い
て
評

価
す
る
方
法
を

い
う
。
２
の
項
並

び
に
別
表
第
三

４
の
項
及
び
５

の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
る

場
合 

間
の
年
間
熱
負

荷
」
と
い
う
。
）

の
算
出
に
用
い

る
べ
き
も
の
と

し
て
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る

建
築
物
を
用
い

て
評
価
す
る
方

法
を
い
う
。
２
の

項
並
び
に
別
表

第
三
４
の
項
及

び
５
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

八
十
九
万
六
千
円 

七
十
五
万
八
千
円 

六
十
一
万
五
千
円 

四
十
三
万
千
円 

三
十
三
万
四
千
円 

二
十
六
万
六
千
円 

五
十
万
九
千
円 

四
十
三
万
四
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
七
万
六
千
円 
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２ 

 

都

市

低
炭

素

化

促

進
法

第

五

十

五
条

第

一

項

の
規

定

に

よ

る
低

炭

素

建

築
物

新

築

等

計
画

の

変

更

の
認

定

の

申

請
に

対

す
る
審
査
増

山 

 

１ 

申
請

に

併

せ

て

適

合

性

確

認

機

関

が

作

成

し

た

都

市

低

炭

素

化

促

進

法

第

五

十

四

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

し

て

い

る

こ

と

を

示

す

書

類

が

提

出

さ

れ

た

場

合

出

さ

れ
た
場
合 

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
都
市
低
炭
素
化
促
進
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
都
市
低
炭
素
化
促
進
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建

築
物
に
つ
い
て
別
表
第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る

場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表

24
の
３
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る

昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る

額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
の
手
数
料
を
加
え
た
額
） 

 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ア 

住
宅
部
分 

 
 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

十
万
三
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 

百
二
万
円 

変

更

認

定

申

請

の

と

き
。 
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２ 

１
以
外

の
場
合 

 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

 

イ 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場

合 

ア 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

イ 

非
住
宅
部
分 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
六
万
五
千
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 
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⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

 

ア 

住
宅

部
分 

ウ 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

(イ ) 
 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

(ア ) 
 

誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 
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イ 

非
住

宅
部
分 

 

(ア ) 
 

モ
デ
ル
建
物

法
に
よ
る
場
合 

(ウ ) 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

三
十
一
万
四
千
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
四
万
八
千
円 
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(イ ) 

標
準
入
力
法

等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

七
十
一
万
五
千
円 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
五
万
七
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
三
千
円 
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備
考 低

炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
又
は
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
に
つ
い
て
、
住
戸
の

数
が
一
で
あ
る
複
合
建
築
物
（
住
宅
部
分
と
非
住
宅
部
分
と
を
含
む
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
住
宅
部
分
の
手
数
料
の

額
は
、
こ
の
表
の
１
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２
⑴
又
は
２
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２
⑴
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
） 

               

１ 

  

建
築
物
省
エ

ネ
法
第
十
一

条
第
一
項
た

だ
し
書
又
は

第
十
二
条
第

二
項
た
だ
し

書
の
規
定
の

適
用
を
受
け

る
場
合
の
審

査
（
特
定
建

築
行
為
が
建

築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上

等
に
関
す
る

法
律
施
行
規

則
（
平
成
二

十
八
年
国
土

交
通
省
令
第

五
号
）
第
二

条
第
一
項
第

一
号
に
該
当

す
る
場
合
に

限
る
。
） 

２ 

一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅 

１ 

一
戸
建
て
住
宅 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
審
査
手
数
料
（
建
築
基
準
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
に
関
す
る
確
認
申
請
に
対
す

る
審
査
又
は
同
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
に
関
す
る
計
画
通
知
に
対
す
る
審
査
と
併
せ
て
行
う
仕
様
基
準
（
住

宅
部
分
の
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二

十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
誘
導
仕
様
基
準
の
審
査
に
係
る
も
の
を
い
う
。
） 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

当

該

住

宅

の

床

面

積

の

合

計

が

百

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

四
千
三
百
円 

九
千
四
百
円 

七
千
八
百
円 

四
千
七
百
円 

二
千
五
百
円 

 

確

認

申

請

又

は

計

画

通

知

の

と

き
。
あ 

 

 

事 
 

務 

名 
 

 

称 

徴
収
時
期 

額 
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２ 

 

建
築
物
省
エ

ネ
法
第
十
一

条
第
一
項
又

は
第
十
二
条

第
二
項
の
規

定
に
よ
る
建

築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性

能
適
合
性
判

定
に
係
る
審

査 す
る
場
合
に

限
る
。
） 

１ 

計
画
提

出

又

は
計

画

通

知
に

併

せ

て
建

築

物

省
エ

ネ

法

第
十

条

第

一
項

に

掲

げ
る

基

準

に
適

合

し

て
い

る

こ

と
を

る
も
の
が 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

ア 

住
宅
部
分 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

当

該

住

宅

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

当

該

住

宅

の

床

面

積

の

合

計

が

百

平

方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

二
万
三
千
八
百
円 

一
万
千
三
百
円 

五
千
八
百
円 

六
万
八
千
九
百
円 

五
万
百
円 

三
万
千
三
百
円 

二
万
二
千
三
百
円 

一
万
五
千
九
百
円 

一
万
三
千
三
百
円 

八
千
二
百
円 

計

画

提

出

又

は

計

画

通

知

の

と

き
。 
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１
に
掲
げ
る

基

準

に
適

合

し

て
い

る

こ

と
を

示

す

書
類

と

し

て
区

長

が

定
め

る

も

の
が

提

出

さ
れ

た

場

合
あ

あ
あ 

 

 

イ 

非
住
宅
部
分 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

十
四
万
八
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
四
千
七
百
円 

五
万
二
千
八
百
円 
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２ 

１
以
外 

 
 

の
場
合 

 

⑴

 

一
戸

建
て
住

宅 

 

ウ 

標
準
計
算
法
（
省
令
第
一
条 

 
 

第
一
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
同
号

ロ
⑴
に
よ
り
評
価
す
る
方
法
又

は
省
令
第
十
条
第
二
号
イ
⑴
及

び
同
号
ロ
⑴
の
基
準
に
よ
り
評

価
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
、
３
の
項
及
び
６
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合 

イ 

仕
様
・
計
算
併
用
法
（
住
宅
部

分
の
外
皮
性
能
を
仕
様
基
準
若

し
く
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
り

評
価
し
、
住
宅
部
分
の
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
を
省
令
第
一
条

第
一
項
第
二
号
ロ
⑴
若
し
く
は

第
十
条
第
二
号
ロ
⑴
の
基
準
に

よ
り
評
価
す
る
方
法
又
は
住
宅

部
分
の
外
皮
性
能
を
省
令
第
一

条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
若
し
く

は
第
十
条
第
二
号
イ
⑴
の
基
準

に
よ
り
評
価
し
、
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
に
係
る
基
準
へ
の

適
合
を
仕
様
基
準
若
し
く
は
誘

導
仕
様
基
準
に
よ
り
評
価
す
る

方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
３

の
項
及
び
６
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
る
場
合 

ア 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基 

 
 

準
に
よ
る
場
合 

 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

四
万
四
千
九
百
円 

四
万
二
百
円 

三
万
三
千
二
百
円 

三
万
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

二
万
七
百
円 

二
十
三
万
五
千
円 
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⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

ア 

住
宅

部
分 

(ウ ) 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

(イ ) 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

(ア ) 

仕
様
基
準
又

は
誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

八
万
千
円 

三
十
五
万
四
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
六
千
円 

十
七
万
五
千
円 

十
万
円 

五
万
九
千
八
百
円 

十
八
万
三
千
円 

十
二
万
円 

六
万
六
千
九
百
円 

三
万
八
千
七
百
円 
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イ 

非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場 

 
 
 
 

等
（
工
場
、
危
険
物
の
貯
蔵
又
は

処
理
に
供
す
る
も
の
、
水
産
物
の

増
殖
場
又
は
養
殖
場
、
倉
庫
、
卸

売
市
場
及
び
火
葬
場
、
と
畜
場
、

汚
物
処
理
場
、
ご
み
焼
却
場
そ
の

他
の
処
理
施
設
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
み
の
場
合 

 
 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

四
十
四
万
九
千
円 

三
十
九
万
円 

三
十
二
万
九
千
円 

二
十
二
万
九
千
円 

十
三
万
五
千
円 
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ウ 

イ
以

外
の
非

住
宅
部

分
の
場

合 

 

(イ ) 
 

標
準
入
力
法

等
（
実
際
の
設
計

仕
様
の
条
件
を

基
に
算
定
し
た

一

次

エ

ネ

ル

ギ
ー
消
費
量
を

用
い
て
評
価
す

る
方
法
を
い
う
。

３
の
項
及
び
６

の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
る

場
合 

(ア ) 
 

モ
デ
ル
建
物

法
（
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
の

算
出
に
用
い
る

べ
き
標
準
的
な

建
築
物
を
用
い

て
評
価
す
る
方

法
を
い
う
。
３
の

項
及
び
６
の
項

に

お

い

て

同

じ
。
）
に
よ
る
場

合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

三
十
三
万
四
千
円 

二
十
六
万
六
千
円 

五
十
万
九
千
円 

四
十
三
万
四
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
七
万
六
千
円 

十
七
万
千
円 

十
二
万
九
千
円 

十
万
二
千
円 

二
十
三
万
五
千
円 

十
八
万
八
千
円 
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３ 

 

建
築
物
省
エ

ネ
法
第
十
一

条
第
二
項
又

は
第
十
二
条

第
三
項
の
規

定
に
よ
る
建

築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性

能
確
保
計
画

の
変
更
に
係

る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
適
合

性
判
定
に
係

る
審
査 

 

１ 

変
更
計

画
提
出
又

は
変
更
計

画
通
知
に

併
せ
て
建

築
物
省
エ

ネ
法
第
十

条
第
一
項

に
掲
げ
る

基
準
に
適

合
し
て
い

る
こ
と
を

示
す
書
類

と
し
て
区

長
が
定
め

る
も
の
が

提

出

さ
れ

た
場
合 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ア 

住
宅
部
分 

 

用
い
て
評
価
す

る

方

法

を

い

う
。
３
の
項
及

び
６
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 

百
二
万
円 

八
十
九
万
六
千
円 

七
十
五
万
八
千
円 

六
十
一
万
五
千
円 

四
十
三
万
千
円 

変

更

計

画

提

出

又

は

変

更

計

画

通

知

の

と

き
。 
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２ 

１
以
外

の
場
合 

 

長
が
定
め

る

も

の
が

提

出

さ
れ

た

場

合
あ

あ 

 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

 

ア 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

イ 

非
住
宅
部
分 

 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
六
万
五
千
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

十
万
三
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 
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⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

 

ア 

住
宅

部
分 

ウ 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

イ 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場 

合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(イ ) 
 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

(ア ) 
 

仕
様
基
準
又

は
誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 
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イ 
 

非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場

等
の
み
の
場
合 

 

(ウ ) 
 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

三
十
一
万
四
千
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
四
万
八
千
円 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 
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ウ 

イ
以

外
の
非

住
宅
部

分
の
場

合 

 

(ア ) 
 

モ
デ
ル
建
物

法
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

十
六
万
五
千
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 
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４ 

 

建

築

物
省

エ

ネ

法

第
三

十

条

第

一
項

の

規

定

に
よ

る

建

築

物
エ

ネ

ル

ギ

ー
消

費

性

能

向
上

計

画

の

認
定

の

申

請

に
対

す

る
審
査 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
別
表
第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定

建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
部
分
ご
と
に
同
表

24
の
３
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料

を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い

て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額 

 
 

 
 

(イ ) 

標
準
入
力
法

等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

七
十
一
万
五
千
円 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
五
万
七
千
円 

三
十
万
四
千
円 

認

定

申

請

の
と
き
。 
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ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計

画
の
認
定
の

申
請
に
対
す

る
審
査 

１ 

申
請
に

併
せ
て
建

築
物
省
エ

ネ
法
第
三

十
条
第
一

項
各
号
に

掲
げ
る
基

準
に
適
合

し
て
い
る

こ
と
を
示

す
書
類
と

し
て
区
長

が
定
め
る

も
の
が
提

出
さ
れ
た

場
合 

を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い

て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
） 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

イ 

非
住
宅
部
分 

ア 

住
宅
部
分 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

三
万
千
六
百
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
千
三
百
円 

十
四
万
八
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
四
千
七
百
円 

五
万
二
千
八
百
円 

二
万
三
千
八
百
円 

一
万
千
三
百
円 

五
千
八
百
円 
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２ 

１
以
外

の
場
合 

 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

 

ア 

住
宅

部
分 

ウ 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

イ 
仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

合 

ア 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

(ア ) 

誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

三
万
八
千
七
百
円 

四
万
四
千
九
百
円 

四
万
二
百
円 

三
万
三
千
二
百
円 

三
万
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

二
万
七
百
円 

二
十
三
万
五
千
円 

十
八
万
八
千
円 

十
四
万
九
千
円 

九
万
四
千
三
百
円 
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築
物 

 

(ウ ) 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

(イ ) 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

十
三
万
五
千
円 

八
万
千
円 

三
十
五
万
四
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
六
千
円 

十
七
万
五
千
円 

十
万
円 

五
万
九
千
八
百
円 

十
八
万
三
千
円 

十
二
万
円 

六
万
六
千
九
百
円 
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イ 

非
住

宅
部
分 

 

(ア ) 

モ
デ
ル
建
物

法
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

四
十
三
万
四
千
円 

三
十
六
万
千
円 

二
十
七
万
六
千
円 

十
七
万
千
円 

十
二
万
九
千
円 

十
万
二
千
円 

四
十
四
万
九
千
円 

三
十
九
万
円 

三
十
二
万
九
千
円 

二
十
二
万
九
千
円 

 

 



 

42 

                    

５ 

 

建
築
物
省
エ

ネ
法
第
三
十

一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ

る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上

計
画
の
変
更

の
認
定
の
申

請
に
対
す
る

審
査 

 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
併
せ
て
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
の
建
築
物
に
つ
い
て
別
表

第
一

24
の
２
の
項
に
掲
げ
る
額
（
申
請
に
係
る
計
画
に
特
定
建
築
基
準
適
合
審
査
を
す
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当

該
部
分
ご
と
に
同
表

24
の
３
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
、
建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
昇
降
機
に
係
る
部
分

が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
昇
降
機
一
基
に
つ
い
て
同
表

24
の
４
の
項
又
は

24
の
５
の
項
に
掲
げ
る
額
の
手
数
料
を
加
え

た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
）
別
表 

 
 

 
 

(イ ) 

標
準
入
力
法

等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

百
二
万
円 

八
十
九
万
六
千
円 

七
十
五
万
八
千
円 

六
十
一
万
五
千
円 

四
十
三
万
千
円 

三
十
三
万
四
千
円 

二
十
六
万
六
千
円 

五
十
万
九
千
円 

変

更

認

定

申

請

の

と

き
。 
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の
認
定
の
申

請
に
対
す
る

審
査 

１ 

申
請
に

併
せ
て
建

築
物
省
エ

ネ
法
第
三

十
条
第
一

項
各
号
に

掲
げ
る
基

準
に
適
合

し
て
い
る

こ
と
を
示

す
書
類
と

し
て
区
長

が
定
め
る

も
の
が
提

出
さ
れ
た

場
合 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸
建
て
住
宅 

イ 

非
住
宅
部
分 

ア 

住
宅
部
分 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

十
万
三
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 

八
千
円 

四
千
百
円 
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２ 
１
以
外

の
場
合 

 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 

一
戸

建
て
住

宅 

 

ア 

住
宅

部
分 

ウ 

標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

イ 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場

合 
ア 

誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

(ア ) 

誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
六
万
五
千
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 
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(ウ ) 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

(イ ) 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
四
万
八
千
円 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 

八
万
四
千
八
百
円 

 

 



 

46 

                    

 
 

 
 

イ 

非
住

宅
部
分 

 

(ア ) 
 

モ
デ
ル
建
物

法
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

三
十
一
万
四
千
円 

二
十
七
万
三
千
円 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 
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６ 

 

建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向

上
等
に
関
す

る
法
律
施
行

規
則
第
十
三

条
の
規
定
に

よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確

保
計
画
の
変

更
が
軽
微
な

変
更
に
該
当

し
て
い
る
こ

と
の
証
明
の

申
請
に
対
す

る
審
査 

 

１ 

申
請
に

併

せ

て
建

築

物

の
エ

ネ

ル

ギ
ー

消

費

性
能

の

向

上
等

に

関

す
る

法

律

施
行

規

則

第
五

条

に

掲
げ

る

軽

微
な

変

更

に
該

当

し

て
い

る

こ

と
を

示

す

書
類

と

し

て
区

長

が

定
め

る

も

の
が

提

出

さ
れ

た
場
合 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料 

 

次
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
額 

 
 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 
 

一
戸
建
て
住
宅 

 

ア 

住
宅
部
分 

 

(イ ) 

標
準
入
力
法

等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

八
千
円 

四
千
百
円 

七
十
一
万
五
千
円 

六
十
二
万
七
千
円 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
五
万
七
千
円 

交

付

申

請

の
と
き
。 
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エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確

保
計
画
の
変

更
が
軽
微
な

変
更
に
該
当

し
て
い
る
こ

と
の
証
明
の

申
請
に
対
す

る
審
査 

１
消
費
性
能

の

向

上

等

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

第

五

条

に

掲

げ

る

軽

微

な

変

更

に

該

当

し

て

い

る

こ

と

を

示

す

書

類

と

し

て

区

長

が

定

め

る

も

の

が

提

出

さ

れ

た

場

合

あ

あ 

  

築
物 

イ 

非
住
宅
部
分 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

十
万
三
千
円 

八
万
三
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

一
万
六
千
七
百
円 
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２ 

１
以
外

の
場
合 

 

⑵ 

⑴
以

外
の
建

築
物 

⑴ 
 

一
戸

建
て
住

宅 

 

ア 

住
宅

部
分 

ウ 
標
準
計
算
法
に
よ
る
場
合 

イ 

仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ
る
場

合 

ア 

仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

 

(ア ) 
仕
様
基
準
又

は
誘
導
仕
様
基

準
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

八
万
四
千
八
百
円 

四
万
六
千
五
百
円 

二
万
六
千
八
百
円 

三
万
千
五
百
円 

二
万
八
千
三
百
円 

二
万
三
千
三
百
円 

二
万
千
百
円 

一
万
五
千
百
円 

一
万
四
千
三
百
円 

十
六
万
五
千
円 

十
三
万
二
千
円 
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(ウ ) 

標
準
計
算
法

に
よ
る
場
合 

(イ ) 

仕
様
・
計
算
併

用
法
に
よ
る
場

合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

二
十
三
万
千
円 

十
六
万
千
円 

九
万
四
千
六
百
円 

五
万
六
千
八
百
円 

二
十
四
万
八
千
円 

二
十
一
万
三
千
円 

十
七
万
九
千
円 

十
二
万
二
千
円 

七
万
五
百
円 

四
万
二
千
円 

十
二
万
七
千
円 
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ウ 

イ
以

外
の
非

住
宅
部

分
の
場

合 

イ 

非
住
宅
部
分
の
用
途
が
工
場 

 
 
 
 

等
の
み
の
場
合 

 

(ア ) 
 

モ
デ
ル
建
物

法
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

九
万
千
百
円 

七
万
千
六
百
円 

十
六
万
五
千
円 

十
三
万
二
千
円 

十
万
四
千
円 

六
万
六
千
百
円 

二
万
二
千
二
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

八
千
円 

三
十
一
万
四
千
円 

二
十
七
万
三
千
円 
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(イ ) 
 

標
準
入
力
法

等
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
も
の 

五
十
三
万
千
円 

四
十
三
万
円 

三
十
万
千
円 

二
十
三
万
四
千
円 

十
八
万
六
千
円 

三
十
五
万
七
千
円 

三
十
万
四
千
円 

二
十
五
万
三
千
円 

十
九
万
三
千
円 

十
一
万
九
千
円 
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備
考 １ 

省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方

法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に

お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に

該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
２
の
項
２
⑵
ウ 

、
３
の
項
２
⑵
ウ 

又
は
６
の
項
２

⑵
ウ 

に
掲
げ
る
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

２ 

省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方

法
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
備
え
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
、
か
つ
、

省
令
第
十
条
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法
と
認
め

る
方
法
に
よ
っ
て
非
住
宅
部
分
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
促
進
の
た
め
に
誘
導
す
べ
き
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数

料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
（
以
下
「
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
」
と
い

う
。
）
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
の
４
の
項
２
⑵
イ 

又
は
５
の
項
２
⑵
イ 

に
掲
げ
る
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
場
合
と

み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

七
十
一
万
五
千
円 

六
十
二
万
七
千
円 

 

 

(ｲ) 

(ｲ) 

(ｲ) 

(ｲ) 

(ｲ) 
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３ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
の
他
の
建
築
物

（
同
項
に
規
定
す
る
他
の
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料

に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
及
び
当
該
他
の
建
築
物
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
同
様
の
評
価
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
２
の
項
１
の
規
定
に
よ
り

算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

４ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
の
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
変
更
に
係
る
他
の
建
築
物
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
及
び
当
該
他
の
建
築
物
に
お
け
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
同
様
の

評
価
の
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
３
の
項
１
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

５ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当

し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
（
以
下
「
適
合
性
判
定
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
算
出
に
お
い
て
、
複
合
建
築
物
の
共
用

部
分
は
、
居
住
者
以
外
の
者
の
み
が
利
用
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
居
住
者
の
み
が
利
用
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計

よ
り
大
き
く
な
る
場
合
に
は
、
非
住
宅
部
分
と
し
て
取
り
扱
う
。 

 
 

６ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す

る
内
部
に
間
仕
切
壁
又
は
戸
を
有
し
な
い
階
又
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
床
面
積
に
対
す
る
常
時
外
気
に
開
放
さ
れ
た

開
口
部
の
面
積
の
合
計
の
割
合
が
二
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
に
該
当
す
る
部
分
を
有
す
る
建
築
物
の
適
合
性
判
定
手
数

料
等
の
額
は
、
当
該
部
分
を
含
む
建
築
物
の
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 
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７ 

非
住
宅
部
分
の
一
部
に
工
場
等
の
用
途
を
含
む
一
の
建
築
物
の
適
合
性
判
定
手
数
料
等
の
額
は
、
非
住
宅
部
分
の
用
途
が

工
場
等
の
み
の
場
合
以
外
の
非
住
宅
部
分
の
場
合
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

８ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
申
請
建
築
物
（
同
項
に
規
定
す
る
申
請

建
築
物
を
い
う
。
）
の
部
分
に
係
る
額
及
び
他
の
建
築
物
の
部
分
に
係
る
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

９ 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
の
額
は
、
当
該
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
向
上
計
画
の
変
更
を
行
う
建
築
物
の
部
分
に
係
る
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
に
お
い
て
、
他
の
建

築
物
と
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
新
た
に
記
載
す
る
場
合
の
当
該
他
の
建
築
物
の
部
分
に
係
る
額
は
、
こ
の
表
の
４

の
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

10 

適
合
性
判
定
手
数
料
等
（
仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数

料
等
（
誘
導
仕
様
基
準
以
外
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅
の
申
請
の
場
合
の
手
数
料

の
額
は
、
住
戸
部
分
及
び
共
用
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
共
用
部
分
が
存
在
し
な
い

場
合
又
は
共
用
部
分
を
除
く
場
合
は
、
当
該
共
用
部
分
の
床
面
積
は
加
算
し
な
い
。 

 
 

11 

適
合
性
判
定
手
数
料
等
（
仕
様
基
準
又
は
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等

（
誘
導
仕
様
基
準
に
よ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅
の
申
請
の
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、

共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
い
た
床
面
積
の
合
計
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 
 

12 

適
合
性
判
定
手
数
料
等
又
は
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
に
つ
い
て
、
住
戸
の
数
が
一
で
あ
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
部

分
の
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
２
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２
⑴
、
３
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２
⑴
、
４
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２

⑴
、
５
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２
⑴
又
は
６
の
項
１
⑴
若
し
く
は
２
⑴
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 



 

56 

 
 

13 

複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分
の
用
途
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
に

規
定
す
る
用
途
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
非
住
宅
部
分
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
、
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数
料
又
は
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
の
２
の
項
２
⑵

イ
、
３
の
項
２
⑵
イ
又
は
６
の
項
２
⑵
イ
に
掲
げ
る
工
場
等
の
み
の
場
合
と
み
な
し
て
算
出
し
た
額
と
す
る
。 

 

付 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  （
説 

 

明
） 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
手

数
料
の
徴
収
に
係
る
区
分
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 
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議
案
第
八
十
六
号 

 
 

 

小
石
川
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
新
設
工
事
に
係
る
受
託
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

小
石
川
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
新
設
工
事
に
係
る
受
託
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

令
和
四
年
四
月
十
九
日
付
け
で
締
結
し
た
小
石
川
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
新
設
工
事
に
係
る
受
託
契
約
の
一
部
を
左
記
の
と
お

り
変
更
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

小
石
川
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
の
う
ち
区
が
所
有
す
る
部
分
に
係
る
新
設
工
事 

二 

契

約

金

額 
 

金
四
十
三
億
九
千
四
百
六
十
四
万
五
千
七
百
四
十
三
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
の
契
約
金
額 

金
四
十
二
億
二
百
五
十
五
万
七
千
五
百
二
十
四
円
） 

三 

契
約
の
相
手
方 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
二
番
地
一
さ
い
た
ま
新
都
心
合
同
庁
舎
二
号
館 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

契
約
担
当
官 

関
東
地
方
整
備
局
長 
岩
﨑
福
久 

  

（
説 

 

明
） 

 

工
事
の
内
容
の
変
更
等
に
伴
い
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
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六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

令
和
四
年
四
月
十
九
日
か
ら
令
和
九
年
五
月
十
四
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
前
の
工
期 

令
和
四
年
四
月
十
九
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
） 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

企
画
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

企
画
費 

令
和
六
年
度 
一
般
会
計 

総
務
費 

企
画
費 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
九
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
八
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
改
修
そ
の
他
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
四
億
八
千
四
百
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
丁
目
十
三
番
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

岩
井
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

岩
井
良
夫 

  

（
説 
 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
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い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 
考
） 

一 

工 
 

 
期 

 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
三
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
六
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
八
十
八
号 

 
 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

令
和
二
年
三
月
十
九
日
契
約
第
三
万
三
千
六
百
八
十
七
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築

そ
の
他
工
事
請
負
契
約
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
七
十
六
億
三
千
百
六
十
七
万
九
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
の
契
約
金
額 
金
七
十
二
億
四
千
三
百
六
十
一
万
円
） 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

五
洋
・
山
口
・
ト
リ
ヤ
マ
建
設
共
同
企
業
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
後
楽
二
丁
目
六
番
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
洋
建
設
株
式
会
社
東
京
土
木
支
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

常
務
執
行
役
員
支
店
長 

近
藤
敬
士 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六
―
一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 
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代
表
取
締
役 

山
口
巖 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
十
九
番
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ト
リ
ヤ
マ
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

鳥
山
幸
得
太 

  

（
説 

 

明
） 

工
事
の
内
容
の
変
更
等
に
伴
い
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十

六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三

月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
九
年
十
一
月
四
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
前
の
工
期 

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
十
一
月
四
日
ま
で
） 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
元
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 
学
校
教
育
費 

令
和
二
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
三
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 
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令
和
六
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
九
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
八
十
九
号 

 
 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

令
和
二
年
三
月
十
九
日
契
約
第
三
万
三
千
七
百
八
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の

他
空
気
調
和
設
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
空
気
調
和
設
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
十
億
五
千
四
百
三
十
一
万
七
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
の
契
約
金
額 
金
九
億
四
千
七
百
八
十
五
万
九
千
円
） 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

太
平
・
泉
屋
・
高
田
建
設
共
同
企
業
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
本
郷
一
丁
目
十
九
番
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
太
平
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

後
藤
悟
志 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
湯
島
一
丁
目
六
番
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
泉
屋
工
業
所 
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代
表
取
締
役 

齋
藤
博 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
大
塚
五
丁
目
一
番
十
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
田
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

蓮
見
俊
一
郎 

  

（
説 

 

明
） 

イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
等
に
よ
り
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
前
の
工
期 

令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
十
八
日
ま
で
） 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
元
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 
学
校
教
育
費 

令
和
二
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
三
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 
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令
和
六
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
九
十
号 

 
 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
給
排
水
設
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
給
排
水
設
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 

令
和
二
年
六
月
四
日
契
約
第
三
千
八
百
三
十
五
号
に
よ
り
締
結
し
た
文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他

給
排
水
設
備
工
事
請
負
契
約
の
一
部
を
左
記
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
区
立
柳
町
小
学
校
・
柳
町
こ
ど
も
の
森
等
改
築
そ
の
他
給
排
水
設
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
六
億
二
千
二
百
五
十
三
万
四
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
前
の
契
約
金
額 
金
五
億
六
千
六
百
三
十
五
万
七
千
円
） 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

精
研
・
Ｒ
Ｅ
Ｃ
・
エ
イ
シ
ー
建
設
共
同
企
業
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
丁
目
十
五
番
十
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
精
研
東
京
本
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

常
務
取
締
役
東
京
本
社
代
表 

松
能
功 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
三
丁
目
四
十
六
番
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
Ｒ
Ｅ
Ｃ
東
京
本
店 
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取
締
役
本
店
長 

山
崎
裕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
二
十
一
番
十
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
エ
イ
シ
ー
セ
レ
ニ
テ
イ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

國
井
福
太
郎 

  

（
説 

 

明
） 

イ
ン
フ
レ
ス
ラ
イ
ド
条
項
の
適
用
等
に
よ
り
、
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
変
更
前
の
工
期 

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
十
八
日
ま
で
） 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
二
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 
学
校
教
育
費 

令
和
三
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
四
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

令
和
五
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
度 

一
般
会
計 

教
育
費 

学
校
教
育
費 
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令
和
七
年
度 

債
務
負
担
行
為 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
九
十
一
号 

 
 

 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 
 

  
 

 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
左
記
訴
訟
事
件
に
関
し
、
次
の
と
お
り
和
解
す
る
。 

一 

訴
訟
事
件
名 

 
 

建
物
明
渡
等
請
求
事
件 

二 

当
事
者 

 
 

原
告 

 

東
京
都
文
京
区
春
日
一
丁
目
十
六
番
二
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

文
京
区 

 
 

 
 

 
 

右
記
代
表
者 

 

文
京
区
長 

 

成
澤
廣
修 

 
 

被
告 

 

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎ 

 
 

 
 

 
 

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎ 

三 

事
件
の
概
要 

 
 

原
告
は
、
文
京
区
立
住
宅
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
よ
り
廃
止
し
た

別
紙
物
件
目
録
記
載
の
建
物
（
以
下
「
本
件
建
物
」
と
い
う
。
）
に
居
住
す
る
被
告
に
対
し
、
当
該
廃
止
に
先
立
ち
、
賃
貸
借
契

約
の
解
約
を
申
し
入
れ
て
き
た
が
、
被
告
か
ら
本
件
建
物
の
明
渡
し
が
さ
れ
な
い
ま
ま
、
令
和
五
年
三
月
一
日
を
も
っ
て
当
該
賃
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け 

貸
借
契
約
が
終
了
し
た
。 

こ
の
た
め
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
令
和
五
年
六
月
十
六
日
を
期
限
と
し
て
本
件
建
物
の
明
渡
し
を
請
求
し
た
が
、
被
告
は
、

当
該
期
限
を
過
ぎ
た
後
も
こ
れ
に
応
じ
て
い
な
い
。 

そ
こ
で
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
に
本
件
建
物
の
明
渡
し
並
び
に
使
用
料
及
び
共
益
費
相
当
額
損

害
金
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
同
裁
判
所
か
ら
当
事
者
双
方
に
和
解
に
つ
い
て
の
意
思

確
認
が
あ
り
、
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
和
解
内
容
で
合
意
を
み
た
。 

四 

和
解
内
容 

 

㈠ 

原
告
及
び
被
告
は
、
当
事
者
間
の
本
件
建
物
に
関
す
る
平
成
二
十
五
年
八
月
十
三
日
付
賃
貸
借
契
約
が
、
原
告
の
解
約
申
入

れ
に
よ
り
、
令
和
五
年
三
月
一
日
に
終
了
し
た
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。 

 

㈡ 

原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
本
件
建
物
の
明
渡
し
を
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
猶
予
し
、
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
同
日

限
り
、
本
件
建
物
を
明
け
渡
す
。
た
だ
し
、
被
告
が
㈣
の
金
員
の
支
払
を
二
回
以
上
怠
っ
た
場
合
に
は
、
二
回
目
の
懈
怠
が
生

じ
た
月
の
末
日
限
り
、
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
本
件
建
物
を
明
け
渡
す
。 

 

㈢ 

被
告
は
、
㈡
に
よ
ら
な
い
で
本
件
建
物
を
明
け
渡
そ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
明
け
渡
そ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に

原
告
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈣ 

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
令
和
五
年
三
月
二
日
か
ら
㈡
に
よ
る
建
物
明
渡
し
済
み
に
至
る
ま
で
、
月
二
十
万
六
千
百
円
の
割

合
に
よ
る
金
員
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
当
該
金
員
（
た
だ
し
、
ア
に
係
る
金
員
に
あ
っ
て
は
、
㈦
に
規
定
す
る
解

決
金
と
対
当
額
で
相
殺
し
た
後
の
額
の
金
員
）
を
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
告
が
別
に
指
定
す
る
方
法
で
支
払
う
。 

 
 

ア 

令
和
五
年
三
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間 

令
和
七
年
五
月
三
十
一
日
限
り
一
括
し
て
支
払
う
。 

 
 

イ 

令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
本
件
建
物
の
明
渡
し
日
ま
で
の
期
間 
毎
月
十
日
限
り
当
該
月
分
を
支
払
う
。 

 

㈤ 

被
告
が
㈡
の
明
渡
し
期
日
ま
で
に
本
件
建
物
を
明
け
渡
さ
な
か
っ
た
と
き
は
、
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
当
該
明
渡
し
期
日
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（ ） （ ） 
 の

翌
日
か
ら
明
渡
し
済
み
ま
で
月
四
十
一
万
二
千
二
百
円
の
割
合
に
よ
る
損
害
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
被
告
が
㈢
に
よ
り

申
し
出
た
明
渡
し
期
日
ま
で
に
本
件
建
物
を
明
け
渡
さ
な
か
っ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。 

 

㈥ 
被
告
は
、
本
件
建
物
の
明
渡
し
に
際
し
て
、
本
件
建
物
内
に
存
す
る
被
告
所
有
の
物
件
を
全
て
撤
去
す
る
も
の
と
す
る
。
被

告
が
本
件
建
物
を
明
け
渡
し
た
後
に
な
お
本
件
建
物
内
に
残
存
す
る
被
告
所
有
の
動
産
に
つ
い
て
は
、
被
告
は
そ
の
所
有
権
を

放
棄
し
、
原
告
が
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
に
異
議
を
述
べ
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
動
産
の
処
分
費
用
は
、
被
告
の

負
担
と
す
る
。 

 

㈦ 

原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
解
決
金
と
し
て
金
三
十
万
円
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
原
告
と
被
告
は
、
こ
れ
を
被
告

の
㈣
ア
に
係
る
金
員
の
支
払
義
務
と
対
当
額
で
相
殺
す
る
。 

 

㈧ 

原
告
に
お
い
て
預
か
り
保
管
中
の
保
証
金
は
、
被
告
が
本
件
建
物
を
明
け
渡
し
た
後
、
こ
れ
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
本
件
建
物
の
原
状
回
復
費
用
そ
の
他
の
被
告
が
負
担
す
べ
き
費
用
が
あ
る
と
き
は
、
保
証
金
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
控
除

す
る
こ
と
と
し
、
当
該
控
除
し
た
後
の
額
の
金
員
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
保
証
金
が
被
告
が
負
担
す
べ
き
費
用
の

額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
被
告
は
、
原
告
が
別
に
指
定
す
る
方
法
で
、
原
告
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
当
該
不
足
分
を
支
払
う

も
の
と
す
る
。 

 

㈨ 

原
告
及
び
被
告
は
、
本
和
解
の
う
ち
㈣
、
㈤
及
び
㈦
の
各
内
容
を
、
正
当
な
理
由
な
く
第
三
者
へ
口
外
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

㈩ 

原
告
は
、
そ
の
余
の
請
求
を
放
棄
す
る
。 

 
 

 

原
告
及
び
被
告
は
、
本
件
に
関
し
、
和
解
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
何
ら
の
債
権
債
務
の
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す

る
。 

 
 

 

訴
訟
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。 

  

十  
一  

十  
二  



 

76 

（
説 

 

明
） 

 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

                  



77 

別
紙 

 
物
件
目
録 

 

所

在 

◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎ 

 

家
屋
番
号 
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎ 

 

種

類 
共
同
住
宅 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 

床

面

積 

一
階 

六
百
四
十
八
・
八
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

二
階 

六
百
五
十
八
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

三
階 

四
百
九
十
九
・
一
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

四
階
か
ら
十
一
階
ま
で 
各
階
二
百
二
十
四
・
三
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

十
二
階
及
び
十
三
階 

各
階
二
百
二
十
一
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

地
下
一
階 

八
百
七
十
八
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

こ
の
う
ち
、
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
部
分
◎
◎
◎
◎
◎
◎
平
方
メ
ー
ト
ル 


